
市民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格をもたない、
親族以外の市民による成年後見人のことです。
近年、成年後見制度の需要がますます高まっている中で、同じ住民の立場で寄り添い、きめ細かい
支援を行うことのできる“市民後見人”が、新たな福祉の担い手として活動することが期待されています。
焼津市、島田市、藤枝市、川根本町の3市1町による取り組みとして、市民の皆さまが後見人に必要な
知識や姿勢を学ぶ場として、平成28年度より市民後見人養成講座を実施しており、今回が『第10期』と
なります。

市民後見人になるには…

入門講座
事前説明会

基礎講座

意向確認

実務講座

実務経験

権利擁護サポーターとして活動※

『後見人になるのは気が重いけど、
何か活動したい！』という方へ・・・

一定期間、実務経験を積んでいただきます。
その後、審査を行い、市民後見人として登録されます。

3市1町市民後見人養成講座の受講が必要です

※市民後見人として後見業務を行う場合には、年齢などの要件があります。
詳細は入門講座で配布します『市民後見人養成講座募集要項』を

ご覧ください。

終了時審査

①集合講座（３．５時間）
7月11日（土）

②録画配信講座（１０．５時間）
7月13日（月）～8月7日（金）

③集合講座（4時間）
8月8日（土）

※①③は焼津市総合福祉会館にて

①集合講座（３．５時間）
９月５日（土）

②録画配信講座（１３．５時間）
９月７日（月）～１０月２３日（金）

③施設体験実習（2日間）
10月1日（木）～10月23日（金）

④集合講座（4時間）
１０月２４日（土）

※①④は焼津市総合福祉会館にて

市民後見人とは…

権利擁護サポーターとは…

講座で学んだ知識を活かして、地域において権利擁護の
ためのさまざまなサポートを行う仕組みです。
令和7年度に新たに生まれた『社会貢献活動』で、活動
内容も各市町の特色を生かし、サポーターの皆さまととも
に推し進めています。

主催・共催
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第10期3市1町市民後見人養成講座プログラム


	スライド 1

